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災害対策基本法等の一部を改正する法律案の概要について

１．災害対策基本法の一部改正

①災害時における円滑かつ迅速な避難の確保

１）避難勧告・避難指示の一本化等 → 後述

２）個別避難計画の作成 → 後述

３）災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置

／広域避難に係わる居住者等の受入れに関する規定の措置等

②災害対策の実施体制の強化

２．内閣府設置法の一部改正

３．災害救助法の一部改正

• 令和3年5月10日 公布

• 令和3年5月20日 施行



避難勧告・避難指示の一本化等

〈課題〉
本来避難すべき避難勧告のタ
イミングで避難せず，逃げ遅
れにより被災する者が多数発
生，避難勧告の指示の違いも
十分理解されていない

〈対応〉
避難勧告・指示を一本化し，
従来の勧告の段階から避難指
示を行うこととし，追加情報
のあり方を包括的に見直し。



この他の法改正等に伴う主な改正点

個別避難計画の作成（努力義務）

➡ 市町村が主体となって作成すること

防災関係者だけではなく，福祉関係者等も含めて個別

避難計画を作成する

指定福祉避難所の受入対象者等を公示すること

➡ 従来，福祉避難所への直接避難は認められていなかっ

たが，個別避難計画を作る段階で避難先を明示する



改正の概要（個別避難計画の作成）

個別避難計画の作成（新設）

・市町村長は，地域防災計画の定めるところにより，避難行動要支援
者について避難支援等を実施するための計画（個別避難計画）を作成
するよう努めなければならない

（ポイント）

・個別避難計画の作成は，市町村が主体となること

・上記の計画は実効性ある計画とするため，地域防災の担い手だけで

はなく，本人の心身の状況や生活実態を把握している福祉専門職や地

域の医療・看護・介護・福祉などの職種団体・企業等，様々な関係者

と連携して取り組むことが必要



指定避難所とは

平成25年の災害対策基本法改正により，災害時の緊急の避

難場所と，一定期間滞在して避難生活を送る避難所とを区別

して，指定することとした。

市町村長は，想定される災害の状況，人口の状況等を勘案

して一定の基準を満たす施設を指定避難所としてあらかじめ

指定するとともに，その内容を住民に周知しなければならない



指定避難所の基準等

出典：内閣府ＨＰより一部抜粋



自宅から指定福祉避難所への直接避難（イメージ）
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今後の検討課題

個別避難計画の策定

従来の福祉避難所の見直し（関係課との協議）

福祉避難所への必要な物資等の確保


